
令和３年度介護報酬改定説明会 兼 令和２年度集団指導 

姫路市資料（居宅介護支援事業所向け） 

姫路市監査指導課 

 令和３年３月２４日 

 

１ 報酬改定について  ………………………………………………………  Ｐ. ３ 

(1) 質の高いケアマネジメントの推進（特定事業所加算の見直し等）について 

  (2) 医療機関との情報連携の強化について 

  (3) 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価について 

  (4) サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保について 

▸監査指導課 事業所指定担当：電話 079-221-2490 

 

２ 居宅介護支援事業所における管理者要件について  …………………  Ｐ. ９ 

 令和３年４月１日以降、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない

理由がある場合を除き、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても

主任介護支援専門員であることとされました。この改正の経過措置など、詳しくは９ページ

以降をご確認ください。       ▸監査指導課 事業所指定担当：電話 079-221-2490 

 

３ 特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について  

令和３年４月１日から、特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員

の兼務について、厚生労働省の解釈に基づき取り扱いを変更します。詳しくは、

ホームページをご確認ください。 

▸監査指導課 事業所指定担当：電話 079-221-2490 

 

４ ケアマネジメントの基本方針について  

姫路市では、介護保険の基本理念に基づき、ケアマネジメントとは高齢者の自 

立支援、重度化防止及び生活の質（QOL）の向上に資するものと定義し、ケアマ 

ネジメントのあり方を本市と介護支援専門員及び地域包括支援センター職員とで 

共有するとともに、ケアマネジメントの質を向上させることで、よりよい介護保 

険制度の運営を図るため、基本方針を定めています。 

 介護支援専門員の皆さんにおかれましては、基本方針などに基づいた運営にご理解、ご協

力をよろしくお願いします。     ▸介護保険課 計画・庶務担当：電話 079-221-2923 
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５ 福祉用具のショートステイ期間中の利用について 

 福祉用具貸与は、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むために利用するサ

ービスであり、例外的な取り扱いを除き、居宅以外で利用することを想定していません。し

かしながら現在、ショートステイを居宅に戻らずにひと月以上継続して利用しているにも

関わらず、その間、福祉用具貸与のサービス実績がある被保険者が散見されます。 

 ショートステイ先に持ち込んで利用している、または利用していないのに貸与の実績が

あるという状態は適正な介護給付とは言えません。例示したようなケアプランを立てられ

ている場合は、適切であるかどうか再確認してください。今後、給付実績から適正に介護給

付が行われているかどうかを調査する予定ですが、過誤を提出していただく場合もありま

すのでご了承ください。          ▸介護保険課 給付担当：電話 079-221-2449 
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令和３年度介護報酬改定における改定事項について 
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介護保険最新情報 vol.843 
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姫路市の通知 
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